
1 ふるさと寄附推進室 企業版ふるさと納税専門窓口業務 令和7年5月1日
株式会社ジチタイアド
福岡県福岡市中央区薬院1丁目14
番5号 MG薬院ビル

寄附金額の20％（税別） 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 成果報酬型の業務内容であり、その性質が競争入札に適さないため。

2 スポーツ振興課 ラ・ペアーレ浜田　浄化槽緊急修繕 令和7年5月2日
株式会社電設サービス
浜田市黒川町97番地8

2,574,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
浄化槽の不具合により周辺の環境や施設運営に悪影響を及ぼす恐れがあるため、早急に対応が必要である。また、入
札・業者決定後からの日程調整や資材発注となると作業日程が大幅に遅れてしまうため。

3 教育総務課
図書館システム装置更新分賃貸借（業務
端末）

令和7年5月7日

NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社　中
国支店
広島県広島市中区八丁堀16番11
号

21,252,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

　本契約は、一部の機器更新、及び現行のNECの公共図書館システムである「Lics-Re for SaaS」のバージョンアップの
初期費用を含んだリース契約であり、既に導入している機器（自動貸出機・予約棚・電子図書館システム等）を利用し
たシステム更新、導入機器の動作確認や調整等は現在のNEC関連会社である株式会社広島情報シンフォニーでなければ、
サービスの提供を受けることができない。
　そのため、地方自治法施行令第167条の2第1項の第2号により随意契約とする。

4 資産税課 浜田市家屋異動判読業務委託 令和7年5月9日
株式会社パスコ　山陰営業所
松江市朝日町498番地6号　日進
松江ビル4F

7,777,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

家屋異動判読業務は、令和7年度撮影した航空写真と令和4年度撮影の航空写真を重ね合わせ、作成済みの家屋現況図
データを比較しながらその間の異動判読を行う必要があります。
この航空写真及び家屋現況図データについては、統合型GIS整備事業（建設企画課にて契約）において事業当初から株式
会社パスコが撮影及びデータ作成しており、3年に1回航空写真撮影を行い浜田市統合型GISへ成果を搭載し更新されてい
るものになります。そして、その事業の一環で、資産税課が利用している税務地図評価支援システムについても浜田市
統合型GISの更新に合わせて3年に1回航空写真の更新がなされているところです。また、家屋現況図データについても航
空写真で撮影した家屋写真に対して家屋形状を縁取った現況図として税務地図評価支援システム上で作成されている
データとなります。
今回行う家屋異動判読業務については、前述のとおり統合型GIS整備事業において撮影された令和7年度分と令和4年度分
の航空写真を重ね合わせ、作成済みの家屋現況図データを比較しながらその間の3年間で発生している異動（新築、増
築、解体等）を把握した上で、異動判読の結果を税務地図評価支援システムに反映するまでがこの業務委託の内容とな
ります。そして、税務地図評価支援システムのプログラムは株式会社パスコが開発・保守を行っており、異動判読結果
の反映は株式会社パスコ以外行えないものとなっております。
以上の理由により、随意契約とします。

5 建築住宅課
浜田市公営住宅等長寿命化計画（第2期）
改定業務

令和7年5月13日
復建調査設計株式会社　浜田事
務所
浜田市田町1698

4,169,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

相手方は、平成23年の当初本計画策定業務委託の受託者であり、本計画の内容はもとより各住宅の施設状況や、運営管
理に対する方針などについても十分熟知している。また、数多い市営住宅等の劣化度調査も当初から復建調査設計株式
会社にて実施しており、今回の改定における施設劣化の進行状況に対する調査解析や、今後の対応策について速やかな
提案と円滑な取りまとめが可能で、期間の短縮及び委託経費の節減が図れるため。

6 三隅支所防災自治課
浜田市三隅支所防災行政無線施設定期点
検業務

令和7年5月13日
株式会社エス技建広島支店
広島県広島市西区上天満町3番28
号

1,519,100 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
相手方は、三隅地域の防災行政無線施設の保守点検を長期にわたり実施しているため、施設の機器及び構成を熟知して
いる。また、防災行政無線施設は特殊な構成をしており、他業者が点検業務を実施し不具合を起こした場合、早急な復
旧対応が困難となため、当該相手方を選定するもの。

7 維持管理課 2025年度島根県管内道路橋梁点検（JR） 令和7年5月16日

西日本旅客鉄道株式会社中国統
括本部
広島県広島市東区上大須賀町15
番20号

7,836,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
JR路線との交差部であることから、安全性の確保、円滑な業務遂行を図るため、鉄道施設の管理者である西日本旅客鉄
道株式会社に委託する。

8 議会事務局
ケーブルテレビによる浜田市議会中継放
送等業務

令和7年5月16日
石見ケーブルビジョン株式会社
浜田市竹迫町2886

1,870,660 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 市内のケーブルテレビ事業者が石見ケーブルビジョン株式会社1社のみであるため。

9 文化振興課 第56回浜田市美術展開催業務 令和7年5月16日
浜田市美術展実行委員会
浜田市殿町1番地

1,130,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

浜田市美術展開催事業は、創作作品を公募し、展覧会を実施することにより、広く市民の美術に対する理解と関心を深
め、もって芸術文化活動の振興に資することを目的に開催するものである。「絵画」、「書」、「写真」及び「現代美
術」の部門において豊富な知識と経験を有する者により構成された浜田市美術展実行委員会に事業を委託することによ
り当該事業の円滑な運営を行うことができ、当該団体以外の事業者が実施することが極めて困難であるため。

10 環境課
不燃ごみ処理場粗大ごみ処理施設点検業
務

令和7年5月20日
イー・メンテ株式会社
広島県大竹市北栄4-21

1,078,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
浜田市不燃ごみ処理場粗大ごみ処理施設は、独自のノウハウで建設された特殊なプラントであり、当該施設を建設した
プラントメーカーのメンテナンスを専門的に行うイー・メンテ株式会社以外には、それを維持管理する技術・修繕力・
メンテナンス性を保有する同業他社がいないため。

11 学校教育課 教科・領域部会事業 令和7年5月20日
浜田市教育研究会
浜田市原井町963番地15

1,055,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
市内小中学校の校長で組織された浜田市校長会を相手方とすることで、各小中学校における教育研究及び教育活動の振
興が図られ、浜田市における学校教育の発展が期待できるため、契約相手方として適切であるため。

12 学校教育課
小学校における総合的な学習の時間推進
事業及びクラブ活動

令和7年5月20日
浜田市小学校長会　
浜田市浅井町1415番地2

1,632,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
市内小学校の校長で組織された浜田市小学校長会を相手方とすることで、各小学校における教育研究及び教育活動の振
興が図られ、浜田市における学校教育の発展が期待できるため、契約相手方として適切であるため。

13 工務課 河内浄水場スイングチャッキ修繕 令和7年5月20日
株式会社　三隅ガスセンター
浜田市三隅町向野田637番地7

528,000 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号
送水管のチャッキ弁不良により配水池の水が浄水池に戻ってくることが判明したため、地区の維持管理を担当している
株式会社三隅ガスセンターへチャッキ弁の取り換えを指示した。

14 工務課 木田浄水場次亜注入制御修繕 令和7年5月20日
株式会社 中国日立 島根支社
松江市平成町182番地13

297,000 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号
送水流量計故障により、次亜注入制御に不具合が発生したため、次亜注入制御をタイマー制御にて行うよう、機器納入
業者である株式会社中国日立島根支社へ緊急にて修繕を指示した。

15 健康医療対策課
健康診査・肝炎ウイルス検診・眼底検
査・がん検診業務（集団健診）（単価）

令和7年5月22日
島根県厚生農業協同組合連合会
出雲市斐川町美南1666番地

単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
当該相手方は、県内で浜田市の特定健康診査及び後期高齢者健康診査を集団健診として市内の地域を会場に実施対応で
きる唯一の機関であり、この健診に準じた健康診査（健康増進法）の実施が可能である。また、がん検診は、集団健診
と同時に受診できることで、受診者の利便性の向上を図ることができるため。

16 保険年金課
令和7年度1日外来ドック検診業務（単価
契約）_医セ

令和7年5月22日
独立行政法人 国立病院機構 浜
田医療センター
浜田市浅井町777番地12

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
人間ドックを実施するための機器、設備を有し検診を実施している市内医療機関でなければ、当該業務の円滑な実施を
行うことが不可能なため。
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17 保険年金課
令和7年度1日外来ドック検診業務（単価
契約）_市内

令和7年5月22日

医療法人岡本胃腸科内科　岡本
胃腸科内科医院
浜田市長沢町550番地21
　　ほか15医療機関

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
人間ドックを実施するための機器、設備を有し検診を実施している市内医療機関でなければ、当該業務の円滑な実施を
行うことが不可能なため。

18 税務課
令和7年度定額減税補足給付金（不足額給
付）システム導入業務

令和7年5月22日
株式会社サンネット 
広島県広島市中区袋町4-21

3,041,500 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
本システムの導入及び運用については、基幹系業務システム（COKAS-R/ADⅡ）で管理する住民税基本台帳及び個人住民
税課税台帳を利用し、基幹系業務システム運用業者以外での導入及び運用が不可能であるため。

19 商工労働課
中小企業雇用情報発信サイト「働こう＠
浜田」サイトリニューアル業務委託契約

令和7年5月22日
柏村印刷株式会社
浜田市相生町3889

3,432,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

見積相手方である柏村印刷株式会社は、「働こう＠浜田」の開発業者であり、サイトの改修及び機能追加等を行える唯
一の会社であるため。
また、掲載企業の取材、動画撮影、記事掲載等の一連の業務を改修するサイトと並行して行う必要があり、効率性及び
掲載物の統一性の観点から他業者が行うことが困難なため。

20 教育総務課 セルフ座席予約システム賃貸借 令和7年5月22日

NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社　中
国支店
広島県広島市中区八丁堀16番11
号

3,445,200 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

中央図書館の座席予約システムは、浜田市立図書館が導入しているNECの公共図書館システムである「Lics-Re for 
SaaS」を利用したシステムであり、本契約は、座席予約システムの機器リースだけでなく既存の回線や機器を活用した
設定業務を含めたものであるためNECキャピタルソリューション株式会社でなければ、サービスの提供を受けることがで
きないため地方自治法施行令第167条の2第1項の第2号により随意契約とする。

21 教育総務課 浜田市立中央図書館機械警備業務 令和7年5月22日
ALSOK山陰株式会社
浜田支店
浜田市殿町17-3

1,029,600 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

中央図書館の機械警備については、施設建設当時、ALSOK山陰株式会社浜田支店による機械警備システムが設置され、遠
隔管理システム等による機械警備が当該事業者により実施されている。
この機械警備システムは、当該事業者以外の者が使用することはできないため、当該事業者以外の者が新たに機械警備
業務を受託する場合には、機器設置に係る費用が新たに発生するとともに、既存設備の撤去及び新規設備の新設に要す
る期間においての警備が困難となる。
したがって、費用面及び運用面の観点から、ALSOK山陰株式会社浜田支店に委託することが合理的である。

22 維持管理課
浜田市道路占用マネジメント機能追加業
務

令和7年5月23日
株式会社パスコ　山陰営業所
松江市朝日町498番地6

7,854,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、既存の道路情報管理システムに市が許可している占用物件の情報を追加で搭載し、道路情報と一体的に管理
することで道路占用許可業務の効率化を図るものである。
その業務の目的及び性質から、本業務に対応できる事業者は、道路情報管理システムの開発者であり、同システムの管
理委託業者である株式会社パスコ山陰営業所に限られるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、
随意契約を締結する。

23 人事課
令和7年度職員健康診断業務の実施につい
て

令和7年5月26日
公益財団法人　島根県環境保健
公社　
松江市古志原町一丁目4番6号

単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

職員健康診断については、労働安全衛生法第66条第1項により事業主の実施義務となっている。千人以上の健診対象者が
いる当市だが、事業運営上、短期間に集中して健診を行うことが外部委託する上で必須の条件であり、当該法人はその
能力を有する。また、当該法人は健康診断と同時に特定業務健診・特殊検診も実施でき、健診を受診する職員の負担軽
減が可能である。したがって、当該法人と随意契約するものである。　

  

24 健康医療対策課
浜田市巡回総合ドック　巡回人間ドック
業務

令和7年5月26日
島根県厚生農業協同組合連合会
出雲市斐川町美南1666番地

単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 検診車で１日外来ドックと同様な検査内容を実施できる検診機関は他にないため。

25 弥栄支所防災自治課 いわみ暮らし体験受入業務 令和7年5月26日
弥栄町複業協同組合
浜田市弥栄町長安本郷399番地1

5,650,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
弥栄複業協同組合は、弥栄地域の重要な産業である農業を支え、オーガニックを中心とした地域産業の事業者で構成さ
れています。労働派遣事業を主として行っているため、この法人は人脈やノウハウを活かしていわみ暮らし留学事業を
展開できます。したがって、委託先として最適と判断したため。

26 工務課 三保浄水場No.2紫外線処理装置点検業務 令和7年5月26日
株式会社 フソウ 中国支店
広島県広島市中区小町3番25号

1,870,000 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号
本業務は、三保浄水場の紫外線処理装置を定期的に点検することにより、安定した水質の水を供給することを目的とす
るものである。該当の紫外線処理装置は千代田工販㈱の製品で、中国地方にサービス拠点を有しシステム点検調整が可
能となるのは、千代田工販㈱とOEM契約を締結している㈱フソウ中国支店のみであるため。

27 工務課 波佐浄水場膜ろ過設備自動弁交換業務 令和7年5月26日
オルガノプラントサービス株式
会社　関西事業所
大阪府吹田市江の木町1-6

2,310,000 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号
本業務は、令和6年度に実施した波佐浄水場の自動弁交換の残り半分を実施するものである。波佐浄水場の膜ろ過設備
は、オルガノプラントサービスの膜ろ過設備により一連の動作が連動しており、本工事では一時的にろ過制御を変更さ
せての工事となり、履行できるのはオルガノプラントサービス株式会社関西事業所だけとなるため。

28 健康医療対策課 島根県地域医療教育推進事業の業務委託 令和7年5月27日
浜田市校長会
会長　浜田市立三隅小学校　
浜田市三隅町古市場1991番地

1,650,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 市内小中学校を管轄している組織が校長会であり、実施校一括して委託するため。

29 維持管理課
道路維持作業用自動車の再リース（島根
400せ2702）

令和7年5月27日
第一明治工業株式会社
浜田市下府町216番地4

1,504,800 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 現在、パトロール車の契約をしている業者と再リース契約を行うもので、競争入札が適当ではないため。
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30 健康医療対策課
診療所の医薬品衛生材料の購入（単価契
約）

令和7年5月29日

株式会社エバルス　営業本部浜
田支店
浜田市笠柄町12
株式会社セイエル　浜田営業所
浜田市下府町327-87
ティーエスアルフレッサ株式会
社　浜田支店
浜田市下府町388-30
株式会社サンキ　浜田支店
浜田市下府町821-7

単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
約628品目を1案件にまとめて入札で実施するには、事業者からすると応札が困難と予想されるため、1品目ごとの発注と
し、医薬品等の納入は翌日、即日納品を要することから、市内に営業所がある事業者とし、医薬品等の購入実績がある
者とする。

31 健康医療対策課 浜田市家族介護者交流事業委託 令和7年5月30日
社会福祉法人　浜田市社会福祉
協議会
浜田市野原町859番地1

1,711,550 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
本事業は地域住民との関係性が強く、地域性や介護家族の情報を把握する者でなければ効果的に事業実施できず、その
性質が競争入札に適さないため。

32 環境課
令和7年度　浜田市三隅・旭火葬場火葬炉
設備修繕

令和7年5月30日
株式会社宮本工業所　
富山県富山市奥田新町12番3号

4,598,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
浜田市三隅火葬場及び旭火葬場は、株式会社宮本工業所の独自の技術とノウハウにより計画・設計・施工されている。
そのため、運営上必要な機器、設備、制御等についても独自の技術を必要とし、当該事業者と契約しなければ目的を達
成できないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約とする。


